
令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日 

ミライズアセット株式会社 

 

非公開情報のグループ会社間での共有について 

 

 

弊社では、付加価値の高いサービスをご提供させて頂くため、お客様に関する非公開

情報（お客様の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向等、金融商品取引業等

に関する内閣府令(以下「業府令」という)第 1 条第 4 項第 12 号に定める「非公開情

報」。以下、「非公開情報」という）を、弊社のグループ会社との間で共有させて頂きた

いと存じます。 

情報共有の開始にあたっては、あらかじめ書面にてお客様に通知させていただきます。

情報共有を希望されないお客様は、下記の連絡先までお申し出ください。  

 

1．弊社グループ会社との間で授受を行う非公開情報の範囲  

弊社が現在までに取得した法人のお客様に関する非公開情報および将来におい

て取得する法人のお客様に関する非公開情報とします。 

 

2．非公開情報の授受を行う弊社グループ会社の範囲  

大熊本証券株式会社  

 

3．非公開情報の授受の方法  

弊社グループ会社との非公開情報の授受または共有は、口頭、書面、E メール、

データベース/システムへのアクセス権の付与またはその他の方法によります。 

 

4．提供先における非公開情報の管理の方法  

非公開情報の提供先である弊社グループ会社においては、アクセス制限を設ける

ことその他の方法により、非公開情報が不正にアクセスされたり、用いられたりし

ないよう非公開情報の管理に関して必要な措置を講じるものとします。 

 

5．提供先における非公開情報の利用目的  

非公開情報の提供先である弊社グループ会社では、下記の目的で非公開情報を利

用することがあります。 

 ・ お客様のニーズにあった金融商品やサービス等に関するご提案やご案内のため 

 ・ 弊社グループ会社における統合的な経営管理業務等の適切な遂行のため  

 



6． 情報共有停止のお申し出があった場合 

情報共有の停止を希望されるお客様につきましては、書面等にてその旨をお申し

出いただいた後、遅滞なく営業目的のための情報共有を停止いたします。既に共有

した情報につきましても営業目的のための利用を停止いたします。 

 

７．連絡先 

ミライズアセット株式会社 管理部 

電話番号 0120-598-880 

受付時間 午前 9時～午後 5 時 

 

以上 


